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昭和52年 ･････････････区基本計画で環境優良地域の保全に努めることを決定
昭和59年5月 ･･･････八雲4丁目全域をモデル地区として選定
昭和60年10月 ･････住環境等の基礎調査結果を住民説明会で発表
昭和62年11月 ･････住民意向調査結果を住民説明会で発表
昭和63年3月 ･･･････街づくり関係住民懇談会発足以後、懇談会（20回開催）街づくりニュース（5号発行）
平成2年10月 ･･･････街づくり憲章（案）街づくりガイドライン（案）住民説明会開催
平成3年1月1日････街づくりガイドライン施行
平成4年3月･･････････街づくりガイドライン標示板設置
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低層住宅地の街づくり基準（ガイドライン）

111 用途 住宅、共同住宅だけとします。

緑が多く、ゆったりとした静かな住環境を守

222 面積 敷地の最低規模を
150m2とします。

150m2

444 セットバック
道路から1m、隣地から50cm壁面
を後退させ、ゆとりのある環境を守
ります。

333 高さ 建物の高さをl0m以下に
制限します。 555 デザイン

建物の色や形などは、周辺の環境に
調和したものとします。

1．低層住宅地区において次の各号の一に該当する建築物は原則とし

て建築しないものとする。

①建築物の用途が住宅および共同住宅等専ら居住の用に供するも

のおよびそれらに付属するもの以外であるもの

②敷地の規模が150m2以下であるもの

③建築物の高さが10m以上であるもの

④建築物の壁面後退距離が道路境界線から1m以下または敷地境

界線から50cm以下であるもの

⑤その他意匠等が、地区の環境に調和しないもの

2．低層住宅地区内の垣柵は、生垣またはフェンスと植栽の組み合わ

せとし、敷地内の緑化に努めるものとする。

3．低層住宅地区内においては、屋外広告物を表示し、または屋外広

告物を掲示する物件を設置しないものとする。ただし、次の各号

の一に該当する屋外広告物についてはその限りではない。

■低層住宅地区の街づく



地区計画のように法的な制度ではありませんが、地区のみなさんで一緒に守っていこうという紳士協定的

なものです。長い間検討してきた成果を「街づくりガイドライン」としてまとめました。
ガイドライン

とは?

守るため、つぎのようなルールを決めました。

777 看板 公共公益の目的で設置す
るもの、自己所有の建物・

土地に設置するもの以外の看板を規
制します。（電柱の看板・袖看板等…）

666 フェンス
生垣または、フェンスと植栽の組合
せとします。また敷地内の緑化も進
め、緑豊かな街をめざします。

①法令等の規定により表示する屋外広告物

②国又は公共団体が、公共的目的をもって表示する屋外広告物

③公益を目的とした集会・行事・催物等のために表示する屋外広告

物

④公益上必要な施設または物件に寄贈者名を表示する屋外広告物

⑤自己の氏名・名称・店名もしくは商標または自己の事業もしくは営

業の内容を表示するため、自己の住所・事業所・営業所または作

業所に表示する屋外広告物

⑥自己の管理する土地または物件に、管理者が管理上必要な事項

を表示する屋外広告物

⑦冠婚葬祭・祭礼等のために表示する屋外広告物
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問い合わせ先 目黒区都市整備部 都市備課 開発係
電話 03-5722-9715

駒沢通り沿道地区の街づくり基準（ガイドライン）

面積 敷地の最低規模を150m2とします。

高さ 建物の高さを15m以下に制限します。

セットバック 道路から1m、隣地から50cm壁面を後退させ、ゆとり
のある環境を守ります。

構造 耐火建築物、準耐火建築物とします。

デザイン 建物の色や形などは、周辺の環境に調和したものとします。

フェンス 生け垣または、フェンスと植栽の組合せとします。また敷地
内の緑化も進め、緑豊かな街をめざします。

看板 公共公益の目的で設置するもの、自己所有の建物・土地に設置
するもの以外の看板を規制します。

111
222
333
444
555
666
777

1．近隣商業地区内において次の各号の一に該当する建築物は、原則とし
て建築しないものとする。
①敷地の規模が100m2以下であるもの。
②建築物の高さが15m以上であるもの。
③建築物の構造が耐火建築物または準耐火建築物でないもの。
④その他意匠等は、地区の環境に調和していないもの。
2．近隣商業地区内の垣柵は、生垣またはフェンスと植栽の組合せとし敷
地内の緑化に努めるものとする。

■近隣商業地区の街づくり基準（ガイドライン）■

近隣商業地区の街づくり基準（ガイドライン）

面積 敷地の最低規模を100m2としましす。

高さ 建物の高さを15m以下に制限します。

構造 耐火建築物、準耐火建築物とします。

デザイン 建物の色や形などは、周辺の環境に調和したもの
とします。

フェンス 生垣または、フェンスと植栽の組合せとします。ま
た敷地内の緑化も進め、緑豊かな街をめざします。

111
222
333
444
555

1．駒沢通り沿道地区内において次の各号の一に
該当する建築物は、原則として建築しないも
のとする。
①敷地の規模が150m2以下であるもの。
②建築物の高さが15m以上であるもの。ただ
し用途地域が第1種住居専用地域に指定さ
れている箇所については、10m以上である
もの。
③建築物の壁面後退距離が道路境界線から
1m以下または敷地面積から50cm以下で
あるもの。
④建築物の構造が耐火建築物または準耐火建
築物でないもの。

⑤その他意匠等は、地区の環境に調和していな
いもの。

2．駒沢通り沿道地区内の垣柵は、生垣または
フェンスと植栽の組合せとし敷地内の緑化に
努めるものとする。

3．駒沢通り沿道地区内においては、屋外広告物
を表示し、または屋外広告物を掲示する物件
を設置しないものとする。ただし次の各号の
一に該当する屋外広告物についてはその限り
ではない。
①法令等の規定により表示する屋外広告物。
②国または公共団体が、公共目的をもって表示
する屋外広告物。

③公益を目的とした集会・行事・催物等のために
表示する屋外広告物。
④公益上必要な施設または物件に寄贈者名を表
示する屋外広告物。
⑤自己の氏名・住所・店名もしくは商標または自
己の事業もしくは営業の内容を表示するため、
自己の住所・事業所・営業所または作業所に表
示する屋外広告物。
⑥自己の管理する土地または物件に、管理者が管
理上必要な事項を表示する屋外広告物。
⑦冠婚葬祭・祭礼等のために表示する屋外広告
物。

■駒沢通り沿道地区の街づくり基準（ガイドライン）■
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１ｍ以下または敷地境界線から５０ｃｍ以下であるもの。
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都市整備課　開発係


